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【手続補正書】
【提出日】平成29年5月9日(2017.5.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象の末梢血中への前駆細胞および／または幹細胞の動員に使用する、平均分子量の範
囲が４５００～７０００Ｄａのデキストラン硫酸またはその薬学的に許容される塩。
【請求項２】
　前記前駆細胞および／または幹細胞が、コロニー形成単位－顆粒球、赤血球、単球、巨
核球、ＣＦＵ－ＧＥＭＭおよび赤芽球バースト形成細胞ＢＦＵ－Ｅからなる群より選択さ
れるコロニー形成細胞である、請求項１に記載の使用ためのデキストラン硫酸またはその
薬学的に許容される塩。
【請求項３】
　対象の血流中への標的白血球、特にリンパ球の動員に使用する、平均分子量の範囲が４
５００～７０００Ｄａのデキストラン硫酸またはその薬学的に許容される塩。
【請求項４】
　平均分子量の範囲が４５００～５５００Ｄａである、請求項１～３のいずれかに記載の
使用のためのデキストラン硫酸またはその薬学的に許容される塩。
【請求項５】
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　平均硫黄含有量が１５～２０％の範囲内にあり、好ましくは約１７％である、請求項１
～４のいずれかに記載の使用のためのデキストラン硫酸またはその薬学的に許容される塩
。
【請求項６】
　水性注射液として処方される、請求項１～５のいずれかに記載の使用のためのデキスト
ラン硫酸またはその薬学的に許容される塩。
【請求項７】
　前記対象の体重１ｋｇ当たり０．１～５０ｍｇの範囲内、好ましくは前記対象の体重１
ｋｇ当たり１～５０ｍｇの範囲内、より好ましくは前記対象の体重１ｋｇ当たり５～２５
ｍｇの範囲内の用量で投与されるよう処方される、請求項１～６のいずれかに記載の使用
のためのデキストラン硫酸またはその薬学的に許容される塩。
【請求項８】
　前記ヒト対象の前記血流中に前記細胞が動員される時点の前に約０時間～約６時間以内
の間隔を置いてヒト対象に投与されるよう処方される、請求項１～７のいずれかに記載の
使用のためのデキストラン硫酸またはその薬学的に許容される塩。
【請求項９】
　前記ヒト対象の前記血流中に前記細胞が動員される前記時点の前に約０時間～約４時間
以内の間隔を置いて前記ヒト対象に投与されるよう処方される、請求項８に記載の使用の
ためのデキストラン硫酸またはその薬学的に許容される塩。
【請求項１０】
　前記対象の前記末梢血中に前記細胞を動員するのに顆粒球コロニー刺激因子Ｇ－ＣＳＦ
と併用するよう処方される、請求項１～９のいずれかに記載の使用のためのデキストラン
硫酸またはその薬学的に許容される塩。
【請求項１１】
　前記Ｇ－ＣＳＦが、前記対象の前記血流中に前記細胞が動員される時点の２～４日前に
１回または２回、好ましくはこれに加えて前記対象の前記血流中に前記細胞が動員される
前記時点の当日に、前記対象に投与するよう処方される、請求項１０に記載の使用のため
のデキストラン硫酸またはその薬学的に許容される塩。
【請求項１２】
　前記デキストラン硫酸またはその薬学的に許容される塩は、さらに、前記対象の前記血
流中に肝細胞増殖因子ＨＧＦを誘導する、請求項１～１１のいずれかに記載の使用のため
のデキストラン硫酸またはその薬学的に許容される塩。
【請求項１３】
　平均分子量の範囲が４５００～７０００Ｄａのデキストラン硫酸またはその薬学的に許
容される塩と、顆粒球コロニー形成刺激因子Ｇ－ＣＳＦとを含む、細胞動員組成物。
【請求項１４】
　水性溶媒をさらに含む、請求項１３に記載の組成物。
【請求項１５】
　薬物として使用する、請求項１３または１４に記載の細胞動員組成物。
【請求項１６】
　対象の末梢血中への前駆細胞および／または幹細胞の動員に使用する、請求項１３また
は１４に記載の細胞動員組成物。
【請求項１７】
　対象の血流中への標的白血球、特にリンパ球の動員に使用する、請求項１３または１４
に記載の細胞動員組成物。
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